
やまぐちマッチングイベント市町連携事業企画運営業務に係る 

質問及び回答 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・ 本業務については、「自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取 

扱いについて（通知）」（平成２９年７月２８日観観産第 173号）に定める３ 

要件に該当し、旅行業法の適用がないと解されるため、企画・提案者につい 

て旅行業又は旅行業者代理業の登録の有無は問いません。  

 

 なお、業務実施にあたっては、同通知の「安全及び旅行目的の確保のための 

留意事項」を遵守する必要がありますので、ご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

 ・ １月末時点で、マッチング会員数は、1,075人、イベント会員数は、4,260

人です 

・  なお、当イベントはイベント会員に登録の上、申込みいただくこととなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問１】 

本業務において、委託候補者は観光庁長官又は都道府県知事による旅行

業又は旅行業者代理業の登録が必要でしょうか。 

【質問２】 

「出逢いませ山口」の会員数をご教示いただけますでしょうか。（マッチ

ング会員/イベント会員それぞれ）。今回のイベントの募集対象者は会員限

定でしょうか。 

【質問３】 

周知広報に関して、webサイトのページそのものを作成するのは委託者で

しょうか。あるいはページに使用するイラストや写真の他、ページ自体の作

成も必要でしょうか。 



【回答】 

・  仕様書に記載してあるとおり、広報用ウェブサイトは、委託者の既存の 

やまぐち結婚応縁センター「出逢いませ山口」ＨＰ等を利用し、イラストや 

写真の他、募集に係る文章等各イベントの広報ページなどの作成を受託者 

が行うこととなります。詳しくは、下記 URL「イベント・セミナー情報」を 

ご確認ください。 

https://www.yamaguchi-msc.jp/event/ 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

・  センターHPや SNS広告での使用を想定しているため、デザイン性によっ

ては、それに適したサイズとバリエーションを提案していただく必要があり

ます。校正については、２回程度必要な場合があります。 

【質問４】 

作成するイラストのリサイズやデザイン修正が必要なのはどのくらいの

回数やバリエーションが必要でしょうか。想定されるものがあればご教示

ください。 

 

 

 

https://www.yamaguchi-msc.jp/event/









